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ナ ンセ ン旅券制度の構築過程における
国際連盟難民高等弁務官の機能 (1 ) 

船尾 章子

1 . は じめに

ナ ンセ ン旅券 (Nansen Passports) と は、 難民の国際的移動 を容易にす るた

めの、 標準化 された特別の身分証 (identity certificate) で、 国際連盟によ る保

護の対象と された集団に属す る難民に対 して、 在留国の政府が国内法令に基づ

き発給 したものである。 厳密にい えば、 国家が発給す る旅券と は法的性格も機

能も異なるが、 国際機構によ る難民の保護 ・ 支援の礎を築いた国際連盟の難民

高等弁務官、 ナ ンセ ン (Fridtjof Nansen, 1861-1930) の事績と して、 ナ ンセ ン

旅券の呼び名が歴史に刻まれた。

この難民固有の身分証の仕組みは、 現実の問題に対処する必要に迫られて、

国家の出入国管理措置を調和化 させるために、 当初は最小限度の緩やかな共通

基準と して速成 されたが、 現実に即 して修正 され、 進化 を就げて、 国際連盟に

よ る難民の国際保護の最大の成果 と もいわれる ものになっ た '。
今日の難民の地位に関す る条約も、 連盟期に構築された仕組みを継承 ・ 発展

させる形の旅行証明書制度 (第28条) を維持 してい る。

本稿の主題は、 この制度の基本設計から創設 ・ 発展に至る過程を、 多国間主

義を通 じた新たな規範形成およびその実施によ る問題解決の事例と して、 そこ

にいかなる主体がいかに関与 し、 いかなる手法を用いて共通の課題 を処理 した

かを、 時代状況に即 して実証的に辿るこ と である。 その際、 政治的に中立の立

場から、 国際人道団体および難民団体の支持を受けて、 先見の識 を持っ て関係

当事者に働き かけ、 目前の問題解決を理念的に先導 した高等弁務官の役割に、

常に注目 したい。

なお、 紙幅の都合によ り 、 本号、 村上信一郎教授退職記念号においては、

1920年代前半の歴史的過程を扱い、 1920年代後半については、 次号において論

ず る こ と にす る。 

2. 難民旅行証制度の案出に至る時代状況

第 1 次世界大戦の終盤から、 3 つの多民族帝国の解体に伴 う政治的社会的混

1 F. P. Waiters, A History of the League of Nations, (London, 1960), p. 188 
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沌の中で、 黒海沿岸から中欧にわたる非自発的な人の移動が、 空前の規模で捲

き起こ っ た。 他方で、 第 1 次世界大戦中から戦後にかけては、 各地でナ シ ョナ

リ ズムが高揚 し、 国民国家がその領域と住民に対す る管理 を強化 してい つた時

期で も あっ たから、 広範な政治的社会的変動が招いた人の大移動は、 国民国家

体系の再編成過程の基底を揺るがす、 大戦後の国際秩序構築の不安定化要因に

な り かねなかっ た。 かかる全般的状況において、 その規模と衝撃度の両面で、

分けて も国際的な懸念の的になっ たのが、 ロ シア革命後の旧帝国領域内の混迷

する状況と その対外的波及であっ た。

国際連盟が難民問題に取り組むこ と になっ た背景をなすこ の同時代の現実を、

人道的懸念 を集めた旧ロ シア領域内の危機的状況そのものと 、 その国際的波紋

と に分けて、 以下に略述す る。 

2.1 l日ロ シアの危機的状況

ボリ シェ ビキ政権成立後も、 政治的反乱、 内戦、 干渉戦争と、 混乱がう ち続

く ロ シアに、 1920年夏から厳 しい早魃が追い打ち を掛けた。 その上、 内戦の両

当事者によ る食糧の強制徴発、 行政機構の機能不全、 輸送手段の麻痺、 といっ

た人為的要因 も加わっ て、 さ なきだに乏 しい食糧の流通が阻害されたこ とから、

かつての穀物輸出国に深刻な飢館が広がっ た。 ヴオルガ川中流からウク ライ ナ

まで を中心に、 飢館地域の範囲は330万kit に及び、 2000万人以上が飢餓状態に

陥っ たと記録 されてい る。 慢性的飢餓のために体力の衰えた人々は、 赤痢、 腸

チ フ ス、 コ レラ等の伝染病に斃れ、 餓死と病死をあわせて、 百万人単位の死者

が出たと推計されてい る。 乳児死亡率の上昇や、 浮浪化す る子どもの増加な ど

も起き た 2。 西欧の新聞は、 「 ヨーロ ッパ史上最悪」 と 報 じた とい う 3。
1910年代後半から、 戦闘や生産手段の喪失によ り生存の危機に直面 した文民

の大規模な国内移動は既に始ま っ ていたが、 飢館はその動き を増幅させ、 越境

移動への圧力 を高めた。

反革命軍に軍事的支援 を提供 していた連合国の諸政府は、 飢館の被害の甚大

さ を認識 し、 救援に動いてい る。 その後の国際的救援活動の展開を先導 し、 随

所で存在感 を発揮するこ と になっ たのは、 米国からの支援であっ た。

休戦直後の ヨーロ ッパ諸国を対象とする大規模な救援計画を実施す るために、

2 村知 稔三 「1920年代初頭のロ シアにおけ る飢館と乳幼児の生存 ・ 養育環境」、 『青山學院女

子短期大學紀要』 60 (2006年)、 179-185頁、 中井和夫 『 ソウ、ィ ェ ト 民族政策史 ウク ライ ナ

1917~ 1945』 (御茶の水書房、 1988年) 、 141-146頁。

3 M. R. Marrus, The Unwanted・ European Refugees from the First W,orld War through the Cold
War (Philadelphia, 2002), p 58. 
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ウイル ソ ン米大統領は、 米国救援機構 (American Relief Administration-ARA) 
の長官と して、 フ ーヴアー (Herbert Hoover, 1874-1964、 後に第31代大統領) 
を任命 した。 1919年の初めにフーヴアーは、 救援事業の対象 をボリ シェ ビキ政

権下にも拡大するとい う構想 を示 し、 その方式と して、 干渉戦争に関与 してい

ない諸政府の支持の下に中立的救援委員会を設け、 ナ ンセ ン を委員長に活動を

組織するこ と を提案 した。 当初は、 受け入れ側が抵抗を示 したものの、 フーウ、ァー

の提案改訂 を経て、 1920年夏から ARA と ソウ、ィ ェ ト と の交渉が開始され、 19 
21年 8 月に合意が成立 した。 そ して、 その後22ヵ 月間、 フ ーウ、ァ ー構想に当初

よ り 意欲的であっ たナ ンセ ンの指揮 ・ 監督の下で、 ロ シア救援国際委員会によ

り 、 欧米各地からの援助が、 飢館に苛まれる地域に提供 されたので ある。 ARA 
によれば、 救援活動の受益者は約1000万人に達 したとい う。

ソ ウイエ ト 統治下におけ る活動について合意に漕ぎつけ るまでの期間に も、

ARA の援助はポーラ ン ドにまでは達 していた。 そこ では、 米国赤十字社やユ

ダヤ系の合同配分委員会 (Joint Distribution Committee-JDC) を筆頭に、 数々

の民間篤志団体も活発な救援活動を繰 り広げた 4。
1921 年夏に、 ポーラ ン ド政府が国際連盟事務局に提供 した国内状況報告書に

よれば、 1919年以来ポーラ ン ド国境で登録 されたロ シア国民の数は570,380人

で、 ドイ ツよ り ロ シアへ帰還 した捕虜を除去すると、 1921年 7 月 1 日現在、 ポー

ラ ン ドに在留す るロ シア難民はおよ そ55万人と 見積も られていた。 ただ し、 飢

館の影響で ソ ウ、ィ ェ ト 域内のポーラ ン ド市民の帰還が加速されつつあり 、 それ

に多数のロ シア人が同行 してい るため、 1 日4000人のロ シア人が入国 してい る

と 見込まれる。 こ の結果、 難民総数は65万人 を超えるおそれがあり 、 急増す る

場合には、 政府は入国制限を余儀な く されよ う、 と記されてい る 5。
国際連盟に提供された諸政府の情報をみると、 同時期のロ シア難民数は、 ポー

ラ ン ドの55万人が最多、 次に多いのは、 フ ラ ンスの25万人 (アルジェ リ ア、 チュ

ニ ジア を含む) 6、 で あっ た。

大量の、 移動 を余儀な く された、 戻る所なき困窮者の到来は、 周辺国に様々

な衝撃をもたら したが、 受け入れ国と国際救援機構がと もに強く 認識 したのは、

4 ロ シア 帝国解体過程の人々の動きお よび国際的救援活動につい ては、 see ibid., pp. 52-57
and 85-86.

5 “Information Provided by Members of the Conference of Enquiry Held at Geneva, August 22-
24, 1921, and Memoranda Submitted to That Conference: Reply of the Polish Government to the 
Questionnaire on the Problem of the Russian Refugees”, League of Nations ()ff icia1 Journal 
(hereafter: LNOJ、) 1921, pp. 1020-1022.

6 “Information and Memoranda (supra note 5): Mesures prises par te gouvemement fran ais on 
favour dos re gies russes, LNOJ 1921, p. 1010. 



92 船尾 章子

既存の出入国管理制度と、 難民とい う存在との著 しい歯且齬であっ た。 

2.2 国民国家の文書の壁 出入国管理制度との衝突

旧ロ シアの周辺では、 3 つの多民族帝国の解体を受けて誕生 した国々が、 国

家建設の第一歩を踏み出 したと こ ろであっ た。 そこ では、 西欧から移入 した国

民国家のモデル を拠り どこ ろに、 民族的一体性 を新たに構築す るこ と が重要な

政策課題の一角を占めていたから、 異質な集団が闖入 して来れば、 緒に就いた

ばかり の国民統合過程 を撹乱 しかねなかっ た 7。 また、 共産主義者が紛れ込む

のではないかとい う危惧や、 戦地から復員 した兵士の雇用機会の確保や失業に

対応す るための労働市場政策上の考慮も加われば、 諸政府は外国人の到来に警

戒的と な ろ う。 福祉政策の採用と その対象の広がり につれて、 行政機構が社会

生活の全般に管理 ・ 介入 を強めるとい う傾向も明らかであっ た8。
国家によ る外国人の規制は、 何よ り もまず国境におけ る入国管理措置に具現

される。 19世紀後半には、 経済的自由主義の潮流と結びついて、 欧州諸国の出

入国管理制度は一般的に自由な傾向を示 したが、 第一次世界大戦中は、 一転 し

て旅券と査証の管理が厳格化 された。 これは、 主に国家安全保障上の理由によ

る戦時の一時的措置で あっ たが、 大戦終結後も戦前の自由放任主義は復活 しな

かっ た。 多 く の国が、 経済的社会的理由によ る規制措置を新たに導入 したから

で あ る 9。

国民国家が国民と外国人を峻別 し、 外国人の国境通過を管理する際には、 旅

券 ・ 査証および各種の身分証といっ た公的文書の点検審査が中核的手法と な り、

これら文書の重みは増 した。 と こ ろが、 旅券 ・ 査証および身分証の制度は国家

毎に異な り 、 国際法上、 国境通過にかかわる文書の地位は、 未だ明確とはいい

難かっ た'°。 現実に、 ロ シア難民が到来 した国々の個別的対応措置は、 実に様々

である。 1921年に国際連盟に寄せられた情報を整理 してみよ う。

まず、 一次流入国のポーラ ン ドの場合、 1921年 3 月18 日のリ ガ平和条約に基

づき、 同国政府はソウ、ィ ェ ト政府 を正式に承認す るこ とから、 ロ シア市民はモ

スク ワ政府の外交的領事的保護 を享受す る''。 旧体制当局の発給 した旅券その

7 Cf. C. M. Skran, Refugees in Inter-War Europe (Oxford, l995), p. 103.
8 Marrus, supra note 3, p 93.
9 旅券 ・ 査証制度の変遷につい ては、 以下 を参照。 E. Reale, “Le probleme des passeports”,

Recue11 dos Cours 50 (1934 IV), pp. l05-115, J・ トー ピー(藤川隆男監訳) 『パスポー トの発明』

(法政大学出版会、 2008年)、 149-194頁。

10 同書、 184頁。

11 “The Question of the Russian Refgees: Summary of the Documents Received by the
Secretariat”, Annex 9, LNOJ 1921, p 498. 
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他の身分証はもはや認められず、 反ボリ シェ ビキ在外機関がポーラ ン ドの領域

でロ シア難民の利益を保護す るこ と も受け入れられない。

他方、 難民がソウ、ィ ェ ト政府の保護 を拒む場合は、 ポーラ ン ド法の保護の下、

庇護 を享受す る。 ポーラ ン ド政府はこ のよ う な者に身分証を発給す る。 かかる

身分証に外国領事の査証を受けた ものが、 他国政府によ り旅券と して扱われる

よ う企図 しての措置で ある'2。
同 じ く 一次流入国で、 5 万人が在留するセルボクロア ト スロ ヴイ ン国 (以下、

ユー ゴスラ ビア) では、 ベ オグラ ー ドにおけ る旧ロ シア帝国公使館が活動 を継

続 し、 旅券 を発給す るこ と が承認 されていた。 ベ オグラ ー ドの政府当局は、 旧

ロ シア旅券を基礎に、 国民に対す るのと同様の身分証 を発給 した'3。
中国には極束ロ シアから約 2 万人のロ シア難民が流入 していた'4。 旧ロ シア

領事の職務執行は停止 されて、 領域内のロ シア人が外国に旅行す る際には中国

官憲が旅券を発給 してい る。 その保持人からの査証の申請は日本の当局を困惑

させた。 政府の対応方針は、 原則否認から受理 ・ 審査へと揺れ動いている'5。
ロ シアと国境を接 してない国々にと っ て、 主たる問題は査証手続き であっ た。 

これについて、 2 つの対応方式が見られる。 ひとつは、 基本的に通常の外国人

と同 じ手続き を適用す る もので、 ドイ ツ、 ベル ギーがこ の例で ある。 ドイ ツは、

在留ロ シア人の保護および旅券は旧ロ シア帝国代表機関が扱 う問題と した'6。
も うひ と つは、 ロ シア人の査証申請に関 して例外的な手続き を適用す る もの

で、 スイ ス政府はこれを詳細に報告 してい る。

通常の外国人の場合であれば、 旅券または同等の身分証をスイ スの在外機関

に提示 し、 かかる機関によ り 査証を受け るこ と ができ るのに対 して、 旧ロ シア

帝国領域に駐留する領事の場合、 およびロ シア国民よ り 申請を受けたいかなる

在外機関の場合について も、 例外と してベルンの中央外国人監督警察局に照会

し、 査証を発給す る特別許可を得なければな ら ない。 同警察局は、 当該ロ シア

国民が赴 く こ と を希望す る州が特別の許可証 (permis do tolerance) を与え る

意向を表明 した後にのみ当該決定をなす。 州によ るこ の特別の許可証は、 申請

者がその生計を維持す るこ と ができ 、 かつ、 申請 をな した国へ帰還す る権利 を

12 “Information and Memoranda (supra note 5): Reply of the Polish Government”, p. 1020.
13 “Information and Memoranda (zbid ,): The Situation of Russian Refugees in Serbia”, p ie24. 
14 “Information and Memoranda (Ibid.,): The Position of Russian Refugees in China”, p icO8.
15 「支那官憲ノ 露国人= 對シ發給シタル旅券査證方ノ 件」 (別紙寫) 外務大臣訓令 (大正10年

10月 3 日通移機密合第208號在支各公館長宛)、 内務省警保局 『外事警察関係例規集』 (1931年)
113-114頁。

16 “The Question of the Russian Refugees: Summary of the Documents Received by the
Secretariat”, Annex 2 and Annex 3, LNOJ 1921, p 489. 


























